
　　必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

①　破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

②　不法行為又は不正行為等によって試験の合格又は登録を取り消され、

③　精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって

(※)写真は3月以内に撮影した上半身正面向き、脱帽、寸法：30ミリメートル×25ミリメートル

費　　用

登録要件

受付期間

有効期間

費　　用

●登録更新申請する場合

下記項目に該当する者は更新することができます

排水設備工事責任技術者
申請書・届出書

○

　　必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

④　県協会の会員である他の市町村で登録を受けている者

排水設備工事責任技術者登録要件

下記項目に該当する者は登録することができます

登録要件

受付期間

有効期間

④　県協会の会員である他の市町村で登録を受けている者

⑤　暴力団関係者

　試験に合格した日～翌年度3月31日まで

　試験に合格した日から5年を経過して最初に到来する3月31日まで

①　大分県下水道協会が実施する責任技術者試験に合格した者

下記に該当する者は登録を受けることができません

①　破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

②　不法行為又は不正行為等によって試験の合格又は登録を取り消され、

●新規登録申請する場合

　　2年を経過していない者

○ ○ ○

資格試験合格証

写真2枚(※)

○ ○ ○ ○ ○

○更新講習修了証

住民票記載事項証明書

誓約書 ○○

新規登録 登録更新
責任技術者証
再　交　付

変　　　　更

氏　名 住　所 連絡先

変更届出書

○

登録申請書 更新申請書 再交付申請書 変更届出書 変更届出書

申請必要書類一式

　申請手数料　2,000円

①　大分県下水道協会が実施する更新講習を修了した者

　　（登録有効期間満了の日前1年以内に行われたものに限る）

下記に該当する者は登録を受けることができません

　更新講習を終了した日から5年を経過して最初に到来する3月31日まで

　申請手数料　2,000円

　登録有効期間満了の日1月前まで（2月1日～2月末日）

※登録内容に変更があった時は、「変更届出書」を提出してください。また、責任技術者証の

　再交付には「再交付申請書」を提出してください。再交付に手数料１，０００円が必要です。

⑤　暴力団関係者

　　2年を経過していない者

③　精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって、


